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➢ 令和３年度の公募に向けての今後の予定
➢ 助成限度額を引き下げました
➢ 「応募意向に関するアンケート調査」のご協力のお願い
➢ 活用組合による「第3回Web事例発表会」のご案内
➢ 個別訪問説明会のご案内

令和３年度の公募に向けての今後の予定

令和３年度の公募開始までの大まかな流れは以下のとおり予定しております。多少前後することはあるかもしれません
が、応募に向けた準備のご参考としてください。
なお、本事業を実施している組合が事業を完了（助成事業実績報告書の提出）していない場合は、応募すること
ができませんのでご留意ください。

１月

•応募意向に関する事前アンケート調査（事業概要、希望助成金額等）

２月

• 公募の事前予告・公募要領の公開（２月中旬）

• webによる公募説明会の開催（２月下旬）

３月
• 公募受付開始（３月下旬、公募期間は３週間程度）

商団連が本事業に係る令和３年度の事業計画を作成するに当たって、事業規模等を
把握するために行うものです。

令和３年

※ 公募締切り後、約２か月間の書類審査・選考委員会を経て選考結果の通知を行う予定です。
その後、助成金交付申請等説明会、助成金交付申請・交付決定を経て事業開始となります。
以下は、事業開始までの流れ（目安）です。

①公募受付開始 ３月下旬（３週間程度）

②公募締切り ４月中旬

③書類審査 ４月下旬～６月中旬

④選考委員会、選考結果の通知 ６月下旬

⑤助成金交付申請等説明会 ７月上旬

⑥助成金交付申請 説明会後、随時交付申請

⑦助成金交付決定 交付申請されたものから順次交付決定

⑧事業開始

交付決定後事業開始

（交付決定日から翌々年度の２月１５日
までの間で事業計画書に定める期間まで）
※交付決定前の契約・支出は助成金の
対象外。

スケジュール
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商団連では、令和３年度の事業計画を策定するための基礎資料とすべく事業規模等を把握するため、「応募意向
に関するアンケート調査」を実施することとしました。
つきましては、令和３年度の応募を予定（検討）している組合におかれましては、同封の調査票に必要事項を

ご記入の上、ご提出をお願いいたします。
構想中の事業でも結構です。前広にご提出をお願いいたします。
〇提出期限 令和３年１月２９日（金）
〇提出方法 ＦＡＸ ０３－６８０７－４３３６

令和３年度「応募意向に関するアンケート調査」のご協力のお願い

お願い

「卸商業団地機能向上支援事業の利用に関心がある」、「公募が始まってからでは準備が間に合わないので、あらか
じめ制度の内容について勉強したい」、「公募要領を読んでもイメージが湧かない」などといった卸商業団地組合がありま
したら、日程を調整の上、制度の説明をさせていただきます。昨年度は商団連に未加入の２組合を含む６組合を訪問
しました。今年度はＷｅｂによる説明会にも対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
※本事業に関連して高度化融資についてもご関心がありましたら中小機構からもご説明いたします。
お気軽にご連絡ください。
電話 ０３－６８０７－４３３５（担当：伊藤、吉澤）
e-mail info@shoudanren.jp

お知らせ

個別訪問説明会のご案内（Ｗｅｂによる説明会も可能です！）

活用組合による「第３回Web事例発表会」のご案内
お知らせ

Zoomを活用した「第３回Ｗｅｂ事例発表会」を以下のとおり開催いたしますので、是非ご参加ください。
参加希望される場合は、商団連事務局（k.hirasawa@shoudanren.jp）までご連絡ください。
・開催日時 令和３年１月２０日（水）１０時～１１時
・内 容 ①事例発表 （協）呉食料品卸センター…組合員の総意に基づく団地再開発による遊休資産の再活用
・ ②令和３年度の公募スケジュール等について 商団連
※ 過去（第１回、第２回）のＷｅｂ事例発表会は、YouTubeにより録画配信（限定公開）を行っております。
商団連ホームページ＞会員専用サイトからご覧ください。

助成限度額を引き下げました

お知らせ

改正後 改正前

助成限度額 1,500万円 5,000万円

助成金額の
算出方法

・助成対象経費のうち1,250万円以下の部分：
４／５

・助成対象経費のうち1,250万円超2,000万円
以下の部分：助成対象経費から1,250万円を
減じた金額の２／３

・助成対象経費のうち1,250万円以下
の部分：４／５
・助成対象経費のうち1,250万円超
4,250万円以下の部分：助成対象経
費から1 ,250万円を減じた金額の
２／３
・助成対象経費のうち4,250万円超の
部分：助成対象経費か4,250万円を
減じた金額の１／２

助成限度額の引下げについて中小機構に変更承認申請を行っておりましたが、この度承認されましたので、下表の
とおり、実施要領及び交付規程の一部改正を行いました。
この改正は、令和３年度の公募から適用されます。
本改正により、約５割増しの採択数の確保が見込まれますが、加えて、商団連事務局は、①「卸商業団地機能向
上支援事業通信（ニュースレター）」の発行、②「個別訪問説明会」の実施、③活用組合による「Ｗｅｂ事例発表
会」の開催などの取組により、本事業のより一層の利用促進を図ってまいります。


